
外国人の不法滞在・不法就労防止 

にご協力ください 



 正規に入国し滞在している外国人であって
も、在留資格に注意が必要です。 

 この在留資格の条件に違反して、外国人を
雇用し稼働させた場合、雇用主が「不法就労
助長罪」に問われることになります。 

ご存知ですか？ 

  外国人を雇用する際には、本人名義の 

「パスポート」 

「在留カード」 

   を確認してください。 



＜パスポート＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ※ H30.2.21～運用開始 

①許可年月日  ②在留資格  ③在留期間  ④上陸空港 
 ②が「短期滞在」「留学」「家族滞在」の場合、 
就労が認められていません。 
 不法残留外国人の約６割が「短期滞在」です。 
                 （法務省統計） 
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 ＜在留カード＞ 

在留資格（就労制限の有無）・在留期間（満了日） 

を確認してください。 

※ 裏面の記載事項も確認してください。  




